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招集ご通知

証券コード　3075

2026年５月12日

株　主　各　位
千葉市美浜区浜田二丁目 3 9番地

株 式 会 社  銚  子  丸
代表取締役社長 石 井 　 憲

【当社ウェブサイト】

https://www.choushimaru.co.jp/ir/library5.html

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第49回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第49回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上

げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措

置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト

に掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいま

すようお願い申し上げます。

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）の

ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「銚子

丸」又は「コード」に当社証券コード「3075」を入力・検索し、「基本情報」「縦

覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総

会資料」欄よりご確認ください。）

本総会の模様はご自宅等からでもご覧いただけるようにオンライン配信をさせてい

ただきます。詳細につきましては、５ページの「定時株主総会のオンライン配信のご

案内」をご参照くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、郵送（議決権行使書）または電磁的方法（イン

ターネット）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主

総会参考書類をご検討のうえ、2026年５月26日（火曜日）午後６時までに行使いただ

きたくお願い申し上げます。

敬　具
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１．日 時 2026年５月27日（水曜日）午前10時 （午前９時受付開始）

２．場 所 千葉県千葉市美浜区ひび野二丁目120番３

ホテルニューオータニ幕張　２階「鶴 西の間」

（末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第49期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）事業報告及び

計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

 

記

以　上

◎ 株主総会にご出席の株主様へのお土産はございません。

◎ 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に

対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いい

たします。

◎ 会社法に基づき、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセス

のうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただ

いた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、本株主総会におい

ては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した

書面をお送りいたします。

なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款

第14条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

②計算書類の「個別注記表」

　　したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査

人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした

対象書類の一部であります。

【株主様へのお願い】

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださ

いますようお願い申し上げます。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、その旨、修正前及び修正後の事項を

前ページ記載のインターネット上の電子提供措置をとっている各ウェブサイト

に掲載いたしますのでご了承ください。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよう
お願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付に

ご提出ください。

次ページの案内に従って、議案

の賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対す

る賛否をご表示のうえ、切手を

貼らずにご投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年５月27日(水曜日)

午前10時(受付開始:午前９時)

2026年５月26日(火曜日)

午後６時入力完了分まで

2026年５月26日(火曜日)

午後６時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２、第３号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使

を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされ

た場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合

は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する

ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力くだ

さい。
2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み
取ってください。

1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標
です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議　決　権　の　数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてくだ
さい。

1

議決権行使書用紙に記載された「ログイン
ID・仮パスワード」を入力しクリックしてく
ださい。

2

「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
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オンライン配信のご案内

手 順 必 要 事 項 申 込 期 限 等

１. 事 前 申 込 2026年５月25日（月）午後３時まで

２. Ｚｏｏｍウェビナー登録 2026年５月26日（火）午後３時まで

３. オンライン株主総会の視聴 2026年５月27日（水）午前９時30分視聴可能

2026年５月27日（水）午前10時開会

(1) ミーティング用ＺｏｏｍクライアントまたはＺｏｏｍモバイルアプリのダウ

ンロード（https://zoom.us/download#client_4meeting）

＜定時株主総会のオンライン配信のご案内＞

当社は、株主総会へご出席できない株主様の不利益を少しでも減少させるために、

2026年５月27日（水）午前10時より開催の第49回定時株主総会において、ウェブ配信

システム「Ｚｏｏｍ」のウェビナー機能を利用したオンライン配信を行います。ご希

望の株主様は以下に従って事前に申込みを行うことで、インターネット中継で株主総

会を視聴できますのでご利用ください。

１. オンライン株主総会視聴に必要な事項及びスケジュール

２. オンライン株主総会視聴に必要な機器等
ご視聴には次の環境・機器が必要となります。

・インターネット回線

・Ｚｏｏｍにアクセス可能なＰＣ、スマートフォン等

・Ｚｏｏｍミーティング用ＺｏｏｍクライアントまたはＺｏｏｍモバイルアプリの

ダウンロード

（注）必ず事前にＺｏｏｍクライアントまたはアプリのダウンロードをお願い申し上げます。

３. 申込方法
【手順１】事前申込（2026年５月25日（月）午後３時まで）

　Ｚｏｏｍビデオウェビナーを使用して配信いたしますので、視聴を希望される

株主様は、以下の手順により事前申込をしてください。

(2) 下記の事務局宛メールアドレスに必要事項を記載して、事前申込メールを送

信してください。

事務局宛メールアドレス：ir-zoom@choushimaru.co.jp

【件名】オンライン株主総会事前申込　株主番号(〇〇〇〇〇〇〇〇）

【本文】①株主番号　②株主氏名　③メールアドレス
※確認のため、本文にも株主番号のご記載をお願い申し上げます。

(3) 事務局にて事前申込メール本文①、②によりご本人確認後、③のメールアド

レス宛に、ウェビナー登録のご案内のメールを送信します。

－ 5 －
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（注）１．株主番号は、議決権行使書に記載されています（８桁半角数字）。

２．事前申込メールに必要事項について記載が無い場合は、株主様の本人確認ができませんの

で、事前申込をお受けすることができません。

３．ご利用のプロバイダーまたは携帯電話会社のセキュリティ等の設定により、当社から送信

したメールが、株主様のメールアドレス側にてブロックされ、株主様がメールを受信でき

ない可能性がございます。この事象につきましては当社側で対応ができませんので、受信

されるメールアドレス側にて、ドメイン「choushimaru.co.jp」からのメールの受信を有効

とするように設定変更をお願い申し上げます。設定変更方法については、お使いのメール

ソフト、プロバイダー等のマニュアルをご確認ください。

４．オンライン配信では、株主総会での事前のご質問・ご意見等は受付しておりません。

【手順２】Ｚｏｏｍウェビナー登録（2026年５月26日（火）午後３時まで）

　事務局（ir-zoom@choushimaru.co.jp）が株主様のメールアドレス宛にウェビ

ナー登録のご案内メールを送付しますので、当該メールに記載されたＵＲＬから

ウェビナー登録をお願い申し上げます。

(1) ウェビナー登録ＵＲＬにアクセス（ウェビナー登録のご案内メールに記載）

(2) 【手順１】(2)のメール本文で記載した以下の項目を入力して登録を完了

【名】欄：株主番号を入力

【姓】欄：株主氏名を入力

【メールアドレス】欄：メールアドレスを入力

(3) 事務局にてウェビナー登録の確認が取れ次第、オンライン株主総会視聴に必要

な情報（当日のアクセスＵＲＬ、パスコード等）のメールが送信されます。

（注）１．ウェビナー登録の申込をいただいても株主様のご本人確認ができず承認されなかった場合

には、承認されなかった旨の通知メールが届きます。

２．ウェビナー登録ＵＲＬは株主様専用となりますので、第三者等への共有はご遠慮くださ

い。同一の株主番号・株主氏名による重複参加は認められませんのでご注意ください。

【手順３】オンライン株主総会の視聴

(1) 当日のオンライン株主総会の視聴につきましては、午前９時30分から可能とな

ります。視聴開始後から株主総会開始（午前10時）までは「ホストが本ウェビ

ナーを開始するまでお待ちください」と表示されて待機状態となりますので、

株主総会開始までそのままお待ちください。

(2) オンライン株主総会を視聴される株主様は、カメラ機能がＯＦＦでの参加とな

りますので、株主様の画像がオンライン株主総会に映し出されることはありま

せん。

(3) オンライン視聴いただいている株主様からの質疑応答には対応しておりませ

ん。

(4) オンライン株主総会は、株主様限定（非公開）での視聴となっておりますの

で、録画等はご遠慮ください。なお、視聴される株主様は、Ｚｏｏｍビデオウ

ェビナーの録画機能により、オンライン株主総会の録画をすることはできませ

ん。

－ 6 －
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４. 注意事項及びご了承事項について
　オンライン株主総会を視聴される株主様におかれましては、以下の点をご了承く

ださい。

(1) オンライン株主総会は、株主様に対してリアル株主総会への来場に替えて、追

加的な手段をご提供するものです。議決権の行使につきましては、既にお送り

しております議決権行使書に議案の賛否を記入してご郵送いただくか、インタ

ーネットにより議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。

(2) Ｚｏｏｍアカウントの取得方法、Ｚｏｏｍアプリのインストール方法、Ｚｏｏ

ｍへの接続方法、Ｚｏｏｍの機能等に関するお問い合わせはお受けできません

ので、ご了承ください。

(3) 通信環境の影響や大量アクセスにより、オンライン株主総会につながりにくく

なる、インターネット中継の映像が乱れる等、通信障害や通信遅延が発生する

可能性があります。このような通信障害により株主様に生じた不利益に関して

は、一切責任を負いかねます。

(4) オンライン株主総会当日において株主様側の環境等の問題と思われる原因での

接続不良、遅延、音声が聞こえない等のトラブルにつきましてもサポートはい

たしませんので予めご了承ください。また、それに伴い不利益等が生じた場合

でも弊社では一切責任を負いかねます。

(5) インターネットのご利用に関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）

は、株主様のご負担となります。

(6) 不測の事態が生じた場合には、当社として適切な措置を講じる可能性がござい

ます。

５．本件に関するお問い合わせ先
　お問い合わせは、事務局（ir-zoom@choushimaru.co.jp）までお願い申し上げま

す。当社では、お電話でのお問い合わせはお受けできませんので、ご了承くださ

い。
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

当社は事業拡大による企業価値の向上を最重要施策に位置付けるとともに、株

主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。

第49期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等

を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金14円

総額は175,291,018円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年５月28日

－ 8 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ

氏
 り

　
 が

　
な

名 属性等
現在の当社における

地位・担当
取締役会への
出 席 状 況

取 締 役
在 任 年 数

１

いし

石
い

井
 

　
けん

憲

[男性　60歳]
再任 代表取締役社長

100％
15回/15回

１年９ヶ月

２

ほり

堀
ち

地
 

　かなえ

[女性　48歳]
再任 取締役

100％
15回/15回

１年９ヶ月

３

しば

柴
の

野

 

　
とも

智
のり

政

[男性　55歳]

再任
社外
独立

取締役
93％

14回/15回
３年９ヶ月

４

さい

齋
とう

藤

 

　
まさ

正
よし

淑

[男性　58歳]

新任
社外
独立

－ － －

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員

（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選

任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会から、相当であり、特段の

指摘すべき事項はない旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）年齢は、本株主総会終結時の情報を記載しております。

－ 9 －
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取締役選任議案

候補者

番　号

ふ

氏
り 

　
が 

　
な

名

(生年月日)

略歴、地位、担当及び

重要な兼職の状況

所 有 す る

当社の株式数

１

いし

石

 

 
い

井

 

　
けん

憲

(1965年12月26日)

1988年４月 株式会社京樽入社
2016年３月 同社執行役員商品本部長
2018年９月 株式会社吉野家ホールディングス

執行役員
株式会社北日本吉野家代表取締役社長

2019年９月 株式会社京樽代表取締役社長
2023年９月 当社入社　社長室長
2024年８月 当社取締役副社長
2025年５月 当社代表取締役社長（現任）

2,600株

【取締役候補者とした理由】

石井憲氏は、主に寿司業界における豊富な知見を有しており、また外食企業の代表取締

役として会社経営に関する豊富な経験と実績を有していることから、引き続き取締役候

補者といたしました。

２

ほり

堀

 

 
ち

地

 

 かなえ

(1978年１月４日)

2000年８月 有限会社オール・エム取締役
2003年９月 当社入社
2003年10月 株式会社オール・エフ設立
　　　　　　代表取締役
2011年１月 株式会社グリーン・エステート設立　

代表取締役（現任）
2016年６月 有限会社オール・エム代表取締役（現

任）
2024年８月 当社取締役（現任）

2,811,000株

【取締役候補者とした理由】

堀地かなえ氏は、株式会社オール・エフの代表取締役として、立ち寿司業態の運営に携

わるなど、外食事業と企業経営の分野で豊富な経験を有していることから、引き続き取

締役候補者といたしました。

－ 10 －
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取締役選任議案

候補者

番　号

ふ

氏
り 

　
 が

　
な

名

(生年月日)

略歴、地位、担当及び

重要な兼職の状況

所 有 す る

当社の株式数

３

しば

柴

 

 
の

野

 

 
とも

智

 

 
のり

政

(1971年１月18日)

1993年４月 ボストン・コンサルティング・グルー
プ入社

2002年９月 サントリー株式会社入社
2002年12月 株式会社エイチ・ビー・アイ

（現サントリーマーケティング＆
コマース株式会社）転籍　取締役

2004年４月 同社常務取締役
2008年１月 株式会社サザビーリーグ入社
2009年９月 ボストン・コンサルティング・グルー

プ入社
2013年２月 カフェ・カンパニー株式会社入社

専務取締役
2016年８月 T's Planning設立　代表（現任）
2017年５月 株式会社おいしいプロモーション

（現オイシーズ株式会社）代表取締役
2022年８月 当社社外取締役（現任）
2023年３月 スターバックスコーヒージャパン株式

会社　戦略本部長（現任）

-株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

柴野智政氏は、コンサルティング会社において、消費財・流通関連分野を中心に経営戦

略の立案、実行、支援、新規事業立ち上げ等のプロジェクトを経験した後、外食事業の

起業や企業経営の実績があり、豊富な知識と経験を有していることから、引き続き社外

取締役候補者といたしました。

４

 ※
さい

齋 
とう

藤 
まさ

正 
よし

淑
(1968年４月９日)

1989年４月 三澤公認会計士事務所　入所
1995年４月 株式会社タナベ経営（現株式会社タナ

ベコンサルティング）　入社
2016年４月 同社　コンサルティング戦略本部
　　　　　　東京本部長
2019年４月 同社　執行役員
2024年４月 さいとう税理士事務所（現垣本・齋藤

税理士事務所）設立　代表
2024年４月 株式会社シナプス経営設立
　　　　　　代表取締役（現任）
2025年７月 垣本・齋藤税理士事務所
　　　　　　代表（現任）

-株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

齋藤正淑氏は、税理士、行政書士等の専門資格に加え、経営学修士（MBA）を有し、長年

にわたり経営コンサルティング会社等で培った経営戦略の立案や事業承継、M&A支援等の

実績があり、豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役候補者といたしまし

た。

（注）１．※は、新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．堀地かなえ氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
４．柴野智政及び齋藤正淑の２氏は、社外取締役候補者であります。

－ 11 －
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取締役選任議案

５．当社は、柴野智政氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員
とする予定であります。

６．齋藤正淑氏は、原案どおり選任された場合、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員
となる予定です。

７．当社は、柴野智政氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認
された場合には、当該契約を継続する予定であります。

８．当社は、齋藤正淑氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額とするものであります。

９．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
締結しております。当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為
を含みます。）に起因して損害賠償請求がされた場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費
用が、当該保険契約によって填補されることとしております（ただし、被保険者が違法に
利益または便宜を得た場合、若しくは法令または規則に違反することを認識しながら意図
的に違法行為を行った場合を除く）。各候補者が取締役に選任された場合は、当該保険契
約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を
予定しております。

－ 12 －
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監査等委員選任議案

候補者
番　号

ふ り  が な

氏　　名 属性等
現在の当社における

地位・担当
取締役会への
出 席 状 況

取 締 役
在 任 年 数

１   
なが

永
い

井

 

　
とし

俊
ひで

秀

 

　

［男性　70歳］

再任
社外
独立

取締役
監査等委員・常勤

100％
15回/15回

３年９ヶ月

２
  

のぼる

登

 

　
み

三
き

樹
お

夫

 

　

［男性　60歳］

再任
社外
独立

取締役
監査等委員

100％
15回/15回

３年９ヶ月

３
  

あわ

粟
や

谷

 

　

 

し

 

の

 

ぶ

 

　

［女性　46歳］

再任
社外
独立

取締役
監査等委員

93％
14回/15回

２年９ヶ月

４

もり

守
や

屋　
たつ

達
お

雄

［男性　74歳］

新任
社外
独立

－ － －

第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なります。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いしたいと

存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

（注）年齢は、本株主総会終結時の情報を記載しております。

－ 13 －
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監査等委員選任議案

候補者

番　号

ふ り が な

氏　　名

(生年月日)

略歴、地位、担当及び

重要な兼職の状況

所 有 す る

当社の株式数

１

なが

永 
い

井 
とし

俊 
ひで

秀

(1956年１月12日)

1978年４月 千葉県庁入庁
2007年４月 同庁健康福祉部医療整備課長
2009年４月 同庁健康福祉部健康福祉政策課長
2011年４月 同庁総務部次長
2012年４月 同庁千葉県病院局副病院局長
2014年４月 同庁千葉県人事委員会事務局長
2016年４月 千葉県国民健康保険団体連合会

常務理事
2018年４月 公益財団法人千葉県文化振興財団

理事長
2022年８月 当社社外取締役監査等委員・常勤（現

任）

-株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

永井俊秀氏は、長年行政に携わった豊富な経験と知識を有しており、これを活かして当

社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性に鑑み、引き続き監査等委員で

ある社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、株式会社ではありませんが、公

益財団法人の理事長として経営に関与した経験を有しており、社外取締役としての職務

を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

２

のぼる

登  
み

三
き

樹
お

夫

(1965年10月４日)

1989年８月 英和監査法人（現有限責任あずさ監査
法人）入社

1994年６月 公認会計士芦澤保夫事務所　入所
1996年12月 登公認会計士事務所設立

代表就任（現任）
2001年４月 爽監査法人　代表社員
2011年７月 税理士法人みなと東京会計

代表社員（現任）
2022年８月 当社社外取締役監査等委員（現任）
2023年６月 株式会社やる気スイッチグループホー

ルディングス　社外監査役（現任）

-株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

登三樹夫氏は、公認会計士と税理士であり、監査・会計及び税務の専門家としての見地

から当社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性を鑑み、引き続き監査等

委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、直接会社経営に関与した

ことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を遂行することができ

るものと判断いたしました。

－ 14 －
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監査等委員選任議案

候補者

番　号

ふ り が な

氏　　名

(生年月日)

略歴、地位、担当及び

重要な兼職の状況

所 有 す る

当社の株式数

３

あわ

粟

 

 
や

谷

 

 

 

し

 

の

 

ぶ

(1980年５月13日)

2003年４月 株式会社トプコン入社
2010年12月 第二東京弁護士会登録
2010年12月 コスモス法律事務所入所
2016年１月 水野泰孝法律事務所入所
2017年６月 農林水産省食料産業局食品製造課

非常勤職員
2018年10月 一般財団法人食品安全マネジメント　

協会　マネージャー
2020年２月 弁護士法人戸野・田並法律事務所(現

弁護士法人戸野・田並・小佐田法律事
務所）入所

2022年１月 国立研究開発法人産業技術総合研究所　
客員研究員（現任）

2023年４月 豊島総合法律事務所入所
2023年８月 当社社外取締役監査等委員（現任）
2024年４月 東京大学大学院法学政治学研究科附属

ビジネスロー・比較法政研究センター
　　　　　　特任研究員
2025年４月 水野泰孝法律事務所入所（現任）
2025年４月 東京大学大学院法学政治学研究科附属

法・政治デザインセンター
　　　　　　特任研究員
2025年６月 ヤマシンフィルタ株式会社
　　　　　　社外取締役（現任）
2026年４月 成城大学法学部　専任講師（現任）
2026年４月 京都大学大学院法学研究科附属
　　　　　　法政策共同研究センター
　　　　　　研究員（現任）

-株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

粟谷しのぶ氏は、３人のお子様をもつ弁護士であり、子育てと企業法務の専門家として

の豊富な経験と知識を有するほか、食品安全管理や産業技術等に携わった経験と知識も

有していることから、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的かつ多角的視点で、独

立性をもって当社の経営状況を監督し、監査していただくことの有用性に鑑み、引き続

き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、過去に直接会社

経営に関与した経験はございませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を

適切に遂行することができるものと判断いたしました。

－ 15 －
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監査等委員選任議案

候補者

番　号

ふ り が な

氏　　名

(生年月日)

略歴、地位、担当及び

重要な兼職の状況

所 有 す る

当社の株式数

４

　※

もり

守 
や

屋 
たつ

達 
お

雄

(1952年１月17日)

1989年１月 青山監査法人入所　人事総務部長
1998年２月 山田＆パートナーズ会計事務所　入所
2001年６月 株式会社プロジェスト入社
2001年８月 同社取締役
2006年８月 当社社外監査役
2006年９月 社会保険労務士法人プロジェスト設立　

代表社員(現任)
2007年６月 株式会社ラムラ社外取締役
2008年10月 株式会社プロジェスト常務取締役
2018年８月 当社社外取締役監査等委員
2023年８月 当社社外取締役監査等委員　退任

-株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

守屋達雄氏は、社会保険労務士であり、労務の専門家としての見地から当社の経営状況

を監督し、監査していただくことの有用性を鑑み、監査等委員である社外取締役候補者

といたしました。

（注）１．※は、新任の監査等委員である社外取締役であります。
２．新任の監査等委員である社外取締役候補者の守屋達雄氏は、2006年８月から2023年８月ま

で当社の社外監査役ないし監査等委員である取締役を務めておりました。当社の経営状況
や組織風土及びこれまでの人事・労務施策の経緯を深く理解し、かつ社会保険労務士とし
て高度な専門的知見を有する同氏に再び社外取締役を委嘱することが最善であると判断し
ております。

３．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
４．永井俊秀、登三樹夫、粟谷しのぶ及び守屋達雄の４氏は、社外取締役候補者であります。
５．当社は、永井俊秀、登三樹夫及び粟谷しのぶの３氏を株式会社東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、永井俊秀、登三樹夫及
び粟谷しのぶの３氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定でありま
す。

６．守屋達雄氏は、原案どおり選任された場合、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員
となる予定です。

７．当社は、永井俊秀、登三樹夫及び粟谷しのぶの３氏との間で、会社法第427条第１項の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額としておりま
す。なお、永井俊秀、登三樹夫及び粟谷しのぶの３氏の再任が承認された場合には、各氏
との間で当該契約を継続する予定であります。

８．当社は、守屋達雄氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。その内容は、当該契約に基づ
く損害賠償責任の限度額は同法第425条第１項に定める最低責任限度額とするものでありま
す。

９．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を
締結しております。当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作為
を含みます。）に起因して損害賠償請求がされた場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費
用が、当該保険契約によって填補されることとしております（ただし、被保険者が違法に
利益または便宜を得た場合、若しくは法令または規則に違反することを認識しながら意図
的に違法行為を行った場合を除く）。各候補者が監査等委員である取締役に選任された場
合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても
同内容での更新を予定しております。
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ご参考（スキルマトリクス・社外取締役の独立性に関する基準）、当事業年度の事業の状況、財産及び損益の
状況

氏名 役職
特に期待される知見及び経験

経営 業界 財務 法務 営業 ＣＧ

石 井 　憲 代表取締役社長 ● ● ● ● ●

堀地　かなえ 取締役 ● ●

柴野　智政 取締役 ● ●

齋藤　正淑 取締役 ● ● ●

永井　俊秀
取締役

監査等委員・常勤
● ●

登　三樹夫
取締役

監査等委員
● ●

粟谷　しのぶ
取締役

監査等委員
● ●

守屋　達雄
取締役

監査等委員
● ● ●

佐々木　秀信
執行役員

人財戦略本部長
● ●

阿部　豊一
執行役員

営業本部長
● ●

長江　敦
執行役員

経営戦略室長
● ●

経営： 企業経営全般 法務： 法務、労務、コンプライアンス

業界： 業界の知識・経験（外食） 営業： 営業・マーケティング

財務： 財務・会計、リスクマネジメント ＣＧ： コーポレートガバナンス、ＩＲ活動

＜ご参考＞

本定時株主総会後の経営体制（予定）

当社は、会社の持続的な成長には、専門的な視点及び多様性等を備える人材を選任

することが重要であると考えます。各役員（執行役員を含む）に特に期待される知見

及び経験は、以下のとおりです。

（注）１．上記一覧表は、各候補の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

２．役職については、株主総会後の取締役会にて選任予定であります。

－ 17 －



2026/04/22 13:00:53 / 25287077_株式会社銚子丸_招集通知_電子提供措置用

ご参考（スキルマトリクス・社外取締役の独立性に関する基準）、当事業年度の事業の状況、財産及び損益の
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＜ご参考＞

社外取締役の独立性に関する基準

株式会社銚子丸（以下、「当社」という。）は、当社の適正なガバナンスにとっ

て必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有し

ていることが望ましいと考えます。

当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役

（その候補者も含む。以下同じ。）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社

にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

①当社を主要な取引先とする者

②当社を主要な取引先とする会社の取締役等

③当社の主要な取引先である者

④当社の主要な取引先である会社の取締役等

⑤当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けて

いる弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

⑥当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、

監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の

団体に所属する者

⑦当社の10％以上の議決権を保有する会社の取締役等

⑧当社が10％以上の議決権を保有する会社の取締役等

⑨当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者

⑩当社から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理

事その他の業務執行者である者

⑪当社の業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合

に限る。）が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合にお

いて、当該他の会社の取締役等

⑫上記①～⑪に直近事業年度において該当していた者

⑬当社の取締役等の配偶者または二親等以内の親族

（注）１. 本独立性基準①及び②において、「当社を主要な取引先とする者（または会社）」とは、
「直近事業年度におけるその者（または会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いを当
社から受けた者（または会社）」をいう。

２. 本独立性基準②、④、⑦、⑧、⑪及び⑬において、「取締役等」とは、「業務執行取締
役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者」をいう。

３. 本独立性基準③及び④において、「当社の主要な取引先である者（または会社）」とは、
「直近事業年度における当社の年間連結売上高の２％以上の支払いを当社に行っている者
（または会社）、直近事業年度末における当社の連結総資産の２％以上の額を当社に融資
している者（または会社）」をいう。

４. 本独立性基準⑤、⑥、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であること
をいう。

以　上
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ご参考（スキルマトリクス・社外取締役の独立性に関する基準）、当事業年度の事業の状況、財産及び損益の
状況

事 業 報 告

（ 2025年３月１日から
2026年２月28日まで ）

１. 会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

前事業年度は決算期変更（５月15日から２月末日へ変更）に伴い、９か月13

日間の変則決算となるため、本文中の記載については、前期比較を記載してお

りません。

当事業年度における我が国の経済は、雇用や所得環境の改善が続く中で、景

気は緩やかな回復基調で推移しました。一方で、国際情勢不安や地政学的リス

クの顕在化、長引く物価高による消費者の節約志向の高まりなど、依然として

先行きの不透明な状況が続いております。

外食業界におきましては、物価上昇による価格改定の動きが浸透し、業界全

体は堅調に推移しました。一方で、原材料やエネルギー価格の高騰、労働力不

足や人件費の上昇、物価高騰による実質賃金の減少など、引き続き厳しい経営

環境が続いております。

このような状況の中、当社は、「お客さまに真心を提供し、感謝と喜びをい

ただく」ことを理念に、中期的経営課題に対する重点施策に取り組んでまいり

ました。

（課題① 既存業態の徹底的な磨き上げ）

すし銚子丸の強みである「職人の握る寿司」「本まぐろ」「光物」「目利

き」「おもてなしの舞台」を磨き上げるとともに、お客様にとってより魅力的

な商品の開発をすすめてまいりました。

まぐろを丸ごと1本仕入れるからこそご提供できる希少部位メニューなど、

すし職人のいる銚子丸ならではの活気あるパフォーマンスとともに、切りた

て・握りたてのすしをご提供してまいりました。

６月にグランドメニューをリニューアルし新メニューを展開するとともに、

イベント商品や店舗独自のおすすめメニューと組み合わせて選びやすい商品構

成といたしました。

また、本まぐろフェア、創業祭などシーゾナブルのイベントを充実させ、人

気ネタをお値打ち価格でご提供いたしました。特に、夏の千葉、海の恵み紀行

フェアはお客さまのご好評を頂き好調に推移いたしました。
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11月には、71店舗において、寿司の日である11月１日（土）に「鮪解体ショ

ーを同時に行った最多数(複数会場)」のギネス世界記録™ を達成し、すし職人

の技術向上を図るとともに、多数のメディアで紹介され客数は堅調に推移いた

しました。

（課題② 出店と新業態開発）

重点出店エリアである神奈川県７店舗目となる二俣川店（2025年６月 神奈

川県横浜市）をオープンいたしました。また、都心型の新業態店舗として新宿

サブナード店（2026年２月 東京都新宿区）を新規出店いたしました。

既存店の改装につきましては、お客さまに快適な環境をご提供するととも

に、オペレーションの効率化を目的として４店舗の大規模改装を実施いたしま

した（2025年６月 多摩ニュータウン店、同年７月 市原店、同年10月 立川

店、同年10月 志津店）。

これにより、当事業年度末の店舗数は93店舗となりました。

（課題③ ＤＸ推進）

レジに並ばずにテーブルでお会計のできるテーブル決済機能やＥＣアプリを

銚子丸公式の「縁アプリ」へ追加することで、お客様の利便性の向上を図ると

ともに、「縁アプリ」の機能を通じて、お気に入り登録店舗からお客様へおす

すめ商品やキャンペーン、イベント情報などのご案内を直接行うことで集客ア

ップを図ってまいりました。

（課題④ 人財の確保）

新規採用・中途採用の強化、キャリアデベロップメントプログラムと新たな

評価制度の構築をすすめ、研修や表彰制度を充実させるとともに、女性活躍推

進のための環境整備など人財強化施策をすすめてまいりました。また、３日間

連続の店舗休業日を設けることで従業員のリフレッシュを図るとともに、お客

さまへより良いサービスを提供できる体制を整えてまいりました。

（課題⑤ 米国市場における新たな価値創造）

ロイヤルホールディングス株式会社、双日株式会社との合弁会社である

SUSHI-TEN USA Inc.が2025年12月、カリフォルニア州に１号店を出店いたしま

した。また、２号店、３号店の出店へ向けて、開業準備を着実にすすめてまい

りました。

これらの結果、当事業年度の売上高は236億67百万円、営業利益は15億75百

万円、経常利益は15億96百万円、当期純利益は10億６百万円となりました。
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新規店舗（計２店舗）の内装設備等 258百万円

改装店舗（計４店舗）の内装設備等 358百万円

② 設備投資の状況

当事業年度中において実施いたしました設備投資等の主なものは、次のとお

りであります。

当事業年度中に完成した主要設備

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

区 分
第 46 期

(2023年５月期)
第 47 期

(2024年５月期)
第 48 期

(2025年２月期)

第 49 期
(当事業年度)

(2026年２月期)

売 上 高 (千円) 19,310,283 21,360,275 17,388,182 23,667,462

経 常 利 益 (千円) 794,451 1,735,641 1,070,341 1,596,900

当 期 純 利 益 (千円) 558,174 1,073,574 582,376 1,006,946

１株当たり当期純利益 (円) 40.75 78.33 42.82 80.57

総 資 産 (千円) 11,402,841 12,842,830 10,798,772 12,160,671

純 資 産 (千円) 8,367,773 9,309,463 7,870,272 8,774,558

１株当たり純資産 (円) 609.00 676.31 628.01 698.48

(2) 財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１
株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しておりま
す。

２. 第48期（2025年２月期）につきましては、決算期変更により2024年５月16日から
2025年２月28日までの９か月13日間となっております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 親会社等との間の取引に関する事項

該当事項はありません。

③ 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

① 会社の経営の基本方針

当社は、経営理念を全従業員に徹底することでお客様への「おもてなし」を

充実させ、企業体質の一層の強化、既存業態の徹底的な磨き上げを図ることで

企業価値を向上させることを経営の基本方針としております。

（経営理念）

「人間の生命を支える最も基本的な飲食を通し、より多くのお客様に、より

おいしく・よりよいサービス・より速く、をもって私達の『真心』を提供し、

お客様の『感謝と喜び』を頂くことを私達の使命と致します。」

② 経営戦略等及び経営環境

回転寿司業界においては、競合他社との差別化の流れの中で、グルメ回転寿

司の業態と低価格回転寿司の業態の二極化が今後も続くものと考えておりま

す。グルメ回転寿司及び立ち寿司業態に属する当社は、同業態の競合他社との

差別化を図るために、「より良い食材を新鮮で食べ応え充分な状態で市場価格

よりも断然お得感のある価格帯で」提供することを目指しており、この実現の

ために産地の開拓、素材の吟味、商品開発など当社独自の商品力の向上に邁進

し、さらに、立ち寿司により近い技術の向上に取り組んでいくことを経営戦略

としております。

③ 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

外食業界におきましては、原材料、エネルギー価格、店舗建設費用の高騰、

労働力不足や人件費の上昇、物価高騰による消費者の節約志向の高まりなど、

引き続き先行き不透明な状況が続くことが予想されます。

このような状況の中、当社は「既存ブランドの商品・サービスを磨き上げ、

より多くのお客様に銚子丸劇場を楽しんでいただく」をテーマとし、以下の項

目に取り組んでまいります。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

ａ．既存業態の徹底的な磨き上げ

「すし銚子丸」の強みである「職人の握る寿司」「本まぐろ」「光物」

「目利き」「おもてなしの舞台」をより強化・特化し、徹底的に「新鮮」

「高品質」「安全」「安定供給」「お値打ち感」を追求してまいります。

また、小回りの利く仕入体制を構築し、ブランド全体では仕掛けができな

いような良質な小ロット商材も仕入れることで、より魅力的な商品作りをす

すめるとともに、サスティナブルで安定供給可能な原料調達基盤の構築を目

指してまいります。

ｂ．出店戦略

既存の「すし銚子丸」ブランドについては、特に神奈川地区をはじめとす

る未展開エリアでの出店を強化しながら都心型店舗モデルを確立させ、新規

顧客層の獲得を図るとともに、人件費をはじめ様々な経費の上昇に耐え得る

収益性を確保するために、席数増加・作業性・イメージアップ・省力化を重

視した既存店改装を計画的に実施してまいります。並行して、不採算店舗の

退店及び好立地へのリロケーションを推進することで、利益体質の強化に努

めてまいります。

新業態の「Standing鮨Bar Yasuke」については、既存業態と顧客層が重な

らない立地へ出店し、日常的に利用できる身近な寿司ブランドを確立するこ

とでファン層の拡大を目指してまいります。

ｃ．DX戦略

タッチパネルによるフルオーダー化により集積したデータから注力すべき

ポイントを抽出し、お客様に喜ばれる商品施策やサービスを確立すること

で、ムリのないオペレーション・ムラのないサービス・ムダのない食材管理

を実現し、売上高と利益の最大化を図ってまいります。

「縁アプリ」の約73万人の顧客データを基に顧客属性に合わせたピンポイ

ントな販売促進施策の実施、アプリ会員への特典施策の充実、店舗からのダ

イレクトマーケティングを実施することにより、ロイヤルカスタマー化の促

進を図ってまいります。

また、ＡＩの活用により捻出した時間を、人間にしかできない「お客様へ

のおもてなし」、「創造的な活動」に充てることで、お客様へのサービス向

上を図ってまいります。

ｄ．人財戦略

人を増やす「採用」、技術者を育てる「育成」、長く働き続けることがで

きる職場環境を作る「リテンション」を３つのテーマとし、優秀な人財の確

保を推進してまいります。

成長戦略を見据えた適正人財と適正人員数の採用、未来人財育成のための

配転教育を実施するとともに、従業員の中・長期的な能力開発をすすめるた
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

めに、キャリアデベロップメントプログラムと新しい評価制度を導入してま

いります。

女性が働きやすい職場環境及びキャリアアップ支援体制の整備と女性正社

員の採用強化、女性店長・女性管理職の積極的な登用に取り組んでまいりま

す。

また、経営理念に基づく目指すべき姿をモデル店として具現化し、全従業

員が体感・共感・共有できる研修環境を整備し全店に波及させることで、幅

広い人財が活躍できる土壌の形成と誰もが挑戦できる社風づくりに努めてま

いります。

ｅ．海外事業

当社は、ロイヤルホールディングス株式会社、双日株式会社との３社に

て、米国での共同事業展開に関する合弁事業契約を締結し、2024年３月に合

弁会社SUSHI-TEN USA Inc.を設立いたしました。

2025年12月の１号店出店に続き、2026年に２号店以降をオープンさせる計

画です。現地採用の人財による運営オペレーションを構築するとともに、現

地でのブランドの認知を強化させ、早期に多店舗展開可能な成功モデルを確

立してまいります。

④ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は事業を継続的に発展させていくためには、安定した財務基盤を維持し

つつ、売上高を着実に増加させ、適正な利益の確保を図っていくことが必要で

あると考えております。そのために、売上高経常利益率、自己資本比率、ＲＯ

Ｅを重要な経営指標として位置付け、その向上に努めてまいります。

(5) 主要な事業内容（2026年２月28日現在）

　当社は、同業他社の低価格回転寿司店との差別化を図るために、より上質な商

品とサービスを、よりお得感のある価格帯にて提供するグルメ回転寿司業態とし

て、「すし銚子丸」を中心ブランドとして直営店のみによる多店舗展開を行って

おります。
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主要な営業所

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 事 務 所 千葉市美浜区 す し 銚 子 丸 新 松 戸 店 千葉県松戸市

す し 銚 子 丸 浦 安 店 千葉県浦安市 す し 銚 子 丸 南 柏 店 千葉県柏市

す し 銚 子 丸 横 芝 店 千葉県山武郡 す し 銚 子 丸 東 金 店 千葉県東金市

す し 銚 子 丸 薬 円 台 店 千葉県船橋市 す し 銚 子 丸 佐 倉 店 千葉県佐倉市

す し 銚 子 丸 八 街 店 千葉県八街市 す し 銚 子 丸 市 原 店 千葉県市原市

す し 銚 子 丸 市 川 店 千葉県市川市 す し 銚 子 丸 茂 原 店 千葉県茂原市

す し 銚 子 丸 高 洲 店 千葉市美浜区 す し 銚 子 丸 木 更 津 店 千葉県木更津市

す し 銚 子 丸 行 徳 店 千葉県市川市 す し 銚 子 丸 南 船 橋 店 千葉県船橋市

す し 銚 子 丸 東 寺 山 店 千葉市若葉区 す し 銚 子 丸 富 里 店 千葉県富里市

す し 銚 子 丸 桜 木 店 千葉市若葉区 すし銚子丸酒々井プレミアム・アウトレット店 千葉県印旛郡

す し 銚 子 丸 西 船 橋 店 千葉県船橋市 すし銚子丸千葉ニュータウン店 千葉県印西市

す し 銚 子 丸 大 和 田 店 千葉県市川市 江戸前すし百萬石幸町店 千葉市美浜区

す し 銚 子 丸 蘇 我 店 千葉市中央区 す し 銚 子 丸 松 戸 岩 瀬 店 千葉県松戸市

す し 銚 子 丸 柏 店 千葉県柏市 す し 銚 子 丸 大 網 白 里 店 千葉県大網白里市

す し 銚 子 丸 北 習 志 野 店 千葉県船橋市
す し 銚 子 丸 雅 イ オ ン ス タ イ ル
幕 張 ベ イ パ ー ク 店

千葉市美浜区

す し 銚 子 丸 千 葉 駅 前 店 千葉市中央区 す し 銚 子 丸 雅 習 志 野 店 千葉県船橋市

す し 銚 子 丸 八 柱 店 千葉県松戸市 す し 銚 子 丸 雅 テ ラ ス モ ー ル 松 戸 店 千葉県松戸市

す し 銚 子 丸 鎌 ヶ 谷 店 千葉県鎌ケ谷市 す し 銚 子 丸 コ ト エ 流 山 お お た か の 森 店 千葉県流山市

す し 銚 子 丸 成 田 店 千葉県成田市 す し 銚 子 丸 宮 野 木 店 千葉市花見川区

す し 銚 子 丸 志 津 店 千葉県佐倉市 鮨 元 千葉県市川市

(6) 主要な営業所（2026年２月28日現在）

≪千葉県≫
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主要な営業所

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

す し 銚 子 丸 み ず え 店 東京都江戸川区 す し 銚 子 丸 立 川 店 東京都立川市

す し 銚 子 丸 南 小 岩 店 東京都江戸川区 す し 銚 子 丸 八 王 子 店 東京都八王子市

す し 銚 子 丸 竹 の 塚 店 東京都足立区 す し 銚 子 丸 調 布 店 東京都調布市

す し 銚 子 丸 立 石 店 東京都葛飾区 す し 銚 子 丸 大 井 店 東京都品川区

す し 銚 子 丸 赤 羽 店 東京都北区 す し 銚 子 丸 経 堂 店 東京都世田谷区

す し 銚 子 丸 豊 玉 南 店 東京都練馬区 す し 銚 子 丸 日 野 店 東京都八王子市

す し 銚 子 丸 保 木 間 店 東京都足立区 すし銚子丸武蔵小金井店 東京都小金井市

す し 銚 子 丸 宇 喜 田 店 東京都江戸川区 す し 銚 子 丸 三 鷹 新 川 店 東京都三鷹市

す し 銚 子 丸 西 新 井 店 東京都足立区 す し 銚 子 丸 杉 並 宮 前 店 東京都杉並区

す し 銚 子 丸 高 島 平 店 東京都板橋区 す し 銚 子 丸 東 大 和 店 東京都東大和市

す し 銚 子 丸 光 が 丘 店 東京都練馬区 す し 銚 子 丸 南 千 住 店 東京都荒川区

すし銚子丸大泉インター店 東京都練馬区 す し 銚 子 丸 狛 江 店 東京都狛江市

すし銚子丸板橋東新町店 東京都板橋区 す し 銚 子 丸 木 場 店 東京都江東区

す し 銚 子 丸 亀 戸 店 東京都江東区 すし銚子丸雅アリオ亀有店 東京都葛飾区

す し 銚 子 丸 綾 瀬 店 東京都足立区 す し 銚 子 丸 小 石 川 店 東京都文京区

す し 銚 子 丸 南 大 泉 店 東京都練馬区 鮨 Y a s u k e 豊 洲 千 客 万 来 店 東京都江東区

す し 銚 子 丸 花 小 金 井 店 東京都小平市
Standing 鮨 Bar Yasuke  
エキュート赤羽みなみ店

東京都北区

す し 銚 子 丸 町 田 店 東京都町田市
すし銚子丸 S h i n j u k u 　　
新 宿 サ ブ ナ ー ド 店

東京都新宿区

すし銚子丸多摩ニュータウン店 東京都八王子市

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

す し 銚 子 丸 南 越 谷 店 埼玉県越谷市 す し 銚 子 丸 川 口 店 埼玉県川口市

すし銚子丸ひばりが丘店 埼玉県新座市 す し 銚 子 丸 川 越 店 埼玉県川越市

す し 銚 子 丸 北 浦 和 店 さいたま市中央区 す し 銚 子 丸 見 沼 店 さいたま市見沼区

す し 銚 子 丸 上 尾 店 埼玉県上尾市 すし銚子丸春日部ふじ通り店 埼玉県春日部市

す し 銚 子 丸 所 沢 店 埼玉県所沢市 すし銚子丸草加花栗店 埼玉県草加市

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

す し 銚 子 丸 日 吉 店 横浜市港北区 すし銚子丸横浜六ツ川店 横浜市南区

す し 銚 子 丸 横 浜 都 筑 店 横浜市都筑区 すし銚子丸雅アリオ橋本店 相模原市緑区

す し 銚 子 丸 川 崎 中 原 店 川崎市中原区 す し 銚 子 丸 二 俣 川 店 横浜市旭区

す し 銚 子 丸 武 蔵 小 杉 店 川崎市中原区

≪東京都≫

≪埼玉県≫

≪神奈川県≫

（注） 当事業年度において開設した店舗は、以下の２店舗であります。
すし銚子丸 二俣川店、すし銚子丸 Shinjuku 新宿サブナード店
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

514（1,133）名 ３（115）名 44.3歳 10.9年

(7) 使用人の状況（2026年２月28日現在）

 （注） 使用人数は就業員数であり、パートタイマーは（　）内に年間の平均人員を外数で記載して
おります。

借 入 先 借　　　入　　　額（千円）

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 120,000

株 式 会 社 千 葉 銀 行 72,000

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 48,000

(8) 主要な借入先の状況（2026年２月28日現在）

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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株式の状況

(1) 発行可能株式総数 54,000,000株

(2) 発行済株式の総数 14,518,000株（自己株式1,997,213株を含む。）

(3) 株　　 主 　　数 9,331名（前事業年度末比326名増）

株 主 名 持 株 数（株) 持株比率（％)

有 限 会 社 オ ー ル ・ エ ム 3,920,000 31.31

堀 地 　 か な え 2,811,000 22.45

堀 地 　 　 元 258,600 2.07

堀 地 　 篤 人 152,000 1.21

銚 子 丸 社 員 持 株 会 144,600 1.15

BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH - PRIME 
B R O K E R A G E  C L E A R A N C E  A C C O U N T

49,300 0.39

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 28,258 0.23

石 田 　 　 満 27,600 0.22

阿 部 　 豊 一 22,000 0.18

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 14,290 0.11

２. 株式の状況（2026年２月28日現在）

(4) 大　　 株 　　主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を1,997,213株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま
す。

２. 持株比率は自己株式を控除して算出しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

　当社は、2018年８月２日開催の第41回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付

株式報酬制度を導入しております。これを受け、2025年６月12日開催の取締役会

において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年６月27日付で

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）３名に対し自己株式

4,200株の処分を行っております。

(6) その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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新株予約権等の状況

株式会社銚子丸

第８回2025年新株予約権

発行決議日 2025年11月12日

新株予約権の数 900個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　45,000株

（新株予約権１個につき50株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり77,100円

（１株当たり1,542円）

権利行使期間
2027年11月29日から

2030年11月28日まで

行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合に

は、当該新株予約権を行使することができな

い。（注１）

使 用 人 等 へ の

交 付 状 況
当 社 使 用 人

新株予約権の数　　　　　　　　900個

目的となる株式数　　　　　 45,000株

交付者数　　　　　　　　　　　320人

３. 新株予約権等の状況

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付

された新株予約権の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状

況

（注）１. 新株予約権者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、未行使の本新
株予約権全部を放棄したものとみなす。

(1) 新株予約権割当契約の規定に違反した場合
(2) 当社又は当社の関係会社（「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」に定める子会社及び関連会社をいう。以下同じ）の役員又は従業員、その他
これに準ずる社員（嘱託社員、パート社員等をいう。以下同じ）のいずれの地位
をも喪失した場合。ただし、当社又は当社の関係会社の役員を任期満了により退
任した場合、定年又は会社都合により当社又は当社の関係会社の従業員の地位を
喪失した場合、及び当社が正当な理由があると認めた場合を除く。

(3) 当社の取締役会が本新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた事由が生じた
場合

(4) 当社の事前の書面による承認を得ずに当社及び当社の関係会社と競業関係にある
会社（当社の関係会社を除く）の役員、従業員、代理人、嘱託（派遣社員を含
む）、顧問、相談役、代表者又はコンサルタントに就いた場合

(5) 死亡した場合
(6) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた場合
(7) 破産手続開始決定又は民事再生手続開始決定を受けた場合
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(8) 前各号のいずれかの規定の適用がある場合を除き、当社又は当社の関係会社の役
員又は従業員、その他これに準ずる社員のいずれにも該当しなくなった日から１
年経過した場合

(9) その他、居住する国又は地域の法令等の制限により、本新株予約権の行使が禁止
される場合又はかかる権利行使に際して当社に届出義務等が課される場合

(3) その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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会社における地位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 石 井 　 憲

取 締 役 特 別 顧 問 石 田 　 満

専 務 取 締 役 堀 地 　 元

取 締 役 堀 地 　 か な え
株式会社グリーン・エステート　代表取締役
有限会社オール・エム　代表取締役

取 締 役 柴 野 智 政
T's Planning　代表
スターバックスコーヒージャパン株式会社　
戦略本部長

取締役（監査等委員・
常勤）

永 井 俊 秀

取締役（監査等委員） 登 　 三 樹 夫

登公認会計士事務所　代表
税理士法人みなと東京会計　代表社員
株式会社やる気スイッチグループホールディ
ングス　社外監査役

取締役（監査等委員） 粟 　 谷 　 し の ぶ

国立研究開発法人産業技術総合研究所
客員研究員
水野泰孝法律事務所　弁護士
東京大学大学院法学政治学研究科附属法・政
治デザインセンター　特任研究員
ヤマシンフィルタ株式会社　社外取締役

取締役（監査等委員） 大 　 塚 　 万 紀 子

神奈川県地方創生推進会議評価部会委員
株式会社ワーク・ライフバランス　取締役
パシフィックコンサルタンツ株式会社　　　
社外取締役
東京都住宅供給公社非常勤理事

４. 会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2026年２月28日現在）

（注）１. 取締役柴野智政氏並びに取締役（監査等委員）永井俊秀氏、登三樹夫氏、粟谷しのぶ氏及
び大塚万紀子氏は社外取締役であります。

２. 取締役（監査等委員）登三樹夫氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び
会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

３. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監
査・監督機能を強化するため、永井俊秀氏を常勤の監査等委員として選定しております。

４. 当社は、取締役柴野智政氏並びに取締役（監査等委員）永井俊秀氏、登三樹夫氏、粟谷し
のぶ氏及び大塚万紀子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定
し、同取引所に届け出ております。

５. 取締役（監査等委員）粟谷しのぶ氏は、事業年度末日後の2026年３月31日付で東京大学大
学院法学政治学研究科附属法・政治デザインセンターの特任研究員を退任しております。
また、同氏は、事業年度末日後の2026年４月１日付で成城大学法学部の専任講師及び京都
大学大学院法学研究科附属法政策共同研究センターの研究員に就任しております。

６. 取締役（監査等委員）大塚万紀子氏の戸籍上の氏名は、伊藤万紀子であります。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び各社外取締役（監査等委員）との間において、会社法

第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しております。その内容は当該契約に基づく損害賠償責任の限度額を同

法第425条第１項に定める最低責任限度額とするものであります。

(3) 補償契約の内容の概要等

該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役（監

査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役等であり、被保険

者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその地位に

基づいて行った行為（不作為を含みます。）に起因して、損害賠償請求がされた

場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることになります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保

険者が違法に利益または便宜を得た場合、若しくは法令または規則に違反するこ

とを認識しながら意図的に違法行為を行った場合には、填補の対象としないこと

としております。

(5) 取締役及び監査等委員の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年６月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等

の内容に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報

酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合して

いることや報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該

決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本方針

株式会社銚子丸（以下、「当社」という。）の取締役の報酬は、短期のみ

ならず中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分

に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、多様で優秀な人材を確保

できるよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な

水準とすることを基本方針とする。

具体的には、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）

の報酬は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)、及び非金銭報酬により構

成し、監督機能を担う監査等委員である取締役及び社外取締役については、

その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
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ｂ．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期
または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会の決議により

定められた取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員であ
る取締役それぞれの報酬限度額の範囲内において、業績、役位ごとの職責、
貢献度、経営環境、同業他社及び他業種同規模他社の報酬水準、並びに従業
員に対する処遇との整合性等を考慮しながら、定時株主総会終了後速やかに
決定するものとする。

ｃ．非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬
等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、株価変動のメリットとリスクを株

主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるため
の中長期的なインセンティブとして、株主総会の決議により定められた取締
役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬限度額の範囲
内において、業績、役位ごとの職責、貢献度、経営環境、同業他社及び他業
種同規模他社の報酬水準、並びに従業員に対する処遇との整合性等を考慮し
ながら、定時株主総会終了後１か月以内に開催する取締役会で決定するもの
とする。

ｄ．基本報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対
する割合の決定に関する方針
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の種類別の報酬割合について

は、後述ｆ．の報酬委員会において検討を行う。取締役会（後述ｅ．の委任
を受けた代表取締役社長）は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示
された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定す
ることとする。

ｅ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額について

は、取締役会決議に基づき代表取締役社長が各取締役の基本報酬の額の決定
について委任を受けるものとする。当該権限を適切に行使するために、代表
取締役社長は個人別の報酬額案を起案し、報酬委員会にこれを諮問して答申
を得るものとし、当該答申内容を尊重して決定することとする。
非金銭報酬は、代表取締役社長が個人別の割当株式数案を起案し、報酬委

員会にこれを諮問して答申を得るものとし、当該答申内容を踏まえて取締役
会で決議することとする。
なお、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の

協議により決定する。

ｆ．報酬委員会に関する事項
報酬委員会は、独立社外取締役全員、代表取締役社長及び取締役会長で構

成するものとし、委員長は独立社外取締役のうち１名をもって選任するもの
とする。
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区 分

報酬等

の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）
基本報酬

業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取締役（監査等委員を除く）

（ う ち 社 外 取 締 役 ）

107,066

（4,200）

100,733

（4,200）

－

（－）

6,333

（－）

５

（１）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

（ う ち 社 外 取 締 役 ）

18,600

（18,600）

18,600

（18,600）

－

（－）

－

（－）

４

（４）

合 計

（ う ち 社 外 取 締 役 ）

125,666

（22,800）

119,333

（22,800）

－

（－）

6,333

（－）

９

（５）

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
れておりません。

２. 非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式であります。なお、割当ての際の条件等は、
「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。

３. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2018年８月２日開催の第41回定時株主総会
において、年額200,000千円以内（うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人分給
与は含まない。）と決議いただいております。さらに、上記報酬枠とは別枠で、2018年８
月２日開催の第41回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の限度額として年額
100,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役（監
査等委員を除く）の員数は４名（うち、社外取締役０名）です。

４. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年８月２日開催の第41回定時株主総会におい
て、年額40,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締
役（監査等委員）の員数は４名（うち、社外取締役４名）です。

５. 取締役会は、代表取締役社長石井憲に対し、各取締役（監査等委員を除く）の基本報酬の
額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締
役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであり
ます。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会に諮問し、答申内容
を踏まえて決定しております。
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(6) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役柴野智政氏は、T's Planningの代表、及びスターバックスコーヒ

ージャパン株式会社の戦略本部長を兼職しております。なお、当社はT's 

Planning、及びスターバックスコーヒージャパン株式会社との間には特別の

関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）登三樹夫氏は、登公認会計士事務所の代表、税理

士法人みなと東京会計の代表社員、及び株式会社やる気スイッチグループホ

ールディングスの社外監査役を兼職しております。なお、当社は登公認会計

士事務所、税理士法人みなと東京会計、及び株式会社やる気スイッチグルー

プホールディングスとの間には特別の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）粟谷しのぶ氏は、国立研究開発法人産業技術総合

研究所客員研究員、水野泰孝法律事務所の弁護士、東京大学大学院法学政治

学研究科附属法・政治デザインセンターの特任研究員及びヤマシンフィルタ

株式会社の社外取締役を兼職しております。なお、当社は、国立研究開発法

人産業技術総合研究所、水野泰孝法律事務所、東京大学大学院法学政治学研

究科附属法・政治デザインセンター及びヤマシンフィルタ株式会社との間に

は特別の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）大塚万紀子氏は、神奈川県地方創生推進会議評価

部会委員、株式会社ワーク・ライフバランスの取締役、パシフィックコンサ

ルタンツ株式会社の社外取締役及び東京都住宅供給公社非常勤理事を兼職し

ております。なお、当社は株式会社ワーク・ライフバランス、神奈川県、パ

シフィックコンサルタンツ株式会社、及び東京都住宅供給公社との間には特

別の関係はありません。
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氏　　名
出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

柴 野 智 政

社外取締役

当事業年度開催の取締役会には15回中14回出席いたしました。会社経営者とし
て長年培ってきた豊富な経験・見地から、特に外食事業に対して有益な発言を
積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を
果たしております。

永 井 俊 秀

社外取締役
監査等委員
（ 常 勤 ）

当事業年度開催の取締役会には15回中15回、監査等委員会には14回中14回出席
いたしました。主に行政官及び公益財団法人経営経験者として長年培ってきた
豊富な経験・見地から、当社のコーポレート・ガバナンスに関して有用な情報
提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしております。また、常勤の監査等委員として、経営会議等
の主要な会議にオブザーバーとして毎回参加し、必要に応じて意見を述べると
ともに、当社の経営課題に対する社外役員間での認識共有を図るなど、監査等
委員会における監査全体のまとめ役としての役割を果たしております。

登　三樹夫

社外取締役
監査等委員

当事業年度開催の取締役会には15回中15回、監査等委員会には14回中14回出席
いたしました。主に公認会計士及び税理士として長年培ってきた豊富な経験・
見地から、当社の財務・会計及び税務に関して有用な情報提供、発言を積極的
に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。

粟谷しのぶ

社外取締役
監査等委員

当事業年度開催の取締役会には15回中14回、監査等委員会には14回中14回出席
いたしました。主に弁護士として長年培ってきた豊富な経験・見地から、当社
のコンプライアンス上有用な発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適
正性を確保するための適切な役割を果たしております。

大塚万紀子

社外取締役
監査等委員

当事業年度開催の取締役会には15回中15回、監査等委員会には14回中14回出席
いたしました。ワークライフバランスと働き方改革の専門家として長年培って
きた豊富な経験・見地から、特に働き方、多様性、女性活躍推進に関して有用
な情報提供、発言を積極的に行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための適切な役割を果たしております。

② 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

・会計監査人としての報酬等の額 29,000千円

・当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,000千円

５. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

 （注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引
法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま
せんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

2. 監査等委員会は日本監査役協会が公表しています「会計監査人との連携に関する実
務指針」を参考に、社内関係部署及び会計監査人から入手した情報に基づいて、会
計監査人の当事業年度の「監査計画」の内容についてその適切性・妥当性を検討す
るとともに、前事業年度の監査計画における監査時間と実績とを対比する等の分析
を通じて、当事業年度の監査計画における「監査時間」と「報酬単価」について検
討した結果、会計監査人としての報酬等の額が妥当と認められたことから同意した
ものであります。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関す

る議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目

に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を

解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初

に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告い

たします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(6) 補償契約の内容の概要等

該当事項はありません。
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貸借対照表

貸 借 対 照 表

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リース資産（純額）

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他
　

6,450,491

4,848,431

810,066

522,193

167,255

102,544

5,710,180

2,984,244

2,059,857

36,150

1,888

692,205

71,907

10,299

111,935

584,354

547,800

25,640

10,914

2,141,580

20,000

140

600,415

25,310

455,839

885,238

154,637
　

流 動 負 債 3,002,883

買 掛 金 701,257

短 期 借 入 金 240,000

リ ー ス 債 務 2,964

未 払 金 1,300,216

未 払 法 人 税 等 374,734

預 り 金 184,805

契 約 負 債 70,107

前 受 収 益 6,275

賞 与 引 当 金 73,400

株 主 優 待 引 当 金 31,711

ポ イ ン ト 引 当 金 14,083

店舗閉鎖損失引当金 3,327

固 定 負 債 383,229

リ ー ス 債 務 8,833

資 産 除 去 債 務 365,396

そ の 他 9,000

負 債 合 計 3,386,113

純 資 産 の 部

株 主 資 本 8,745,518

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 494,744

資 本 準 備 金 236,829

その他資本剰余金 257,914

利 益 剰 余 金 10,653,950

利 益 準 備 金 150

その他利益剰余金 10,653,800

別 途 積 立 金 150

繰越利益剰余金 10,653,650

自 己 株 式 △2,503,176

新 株 予 約 権 29,040

純 資 産 合 計 8,774,558

資 産 合 計 12,160,671 負 債 純 資 産 合 計 12,160,671

（2026年２月28日現在）
（単位：千円）
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損益計算書

損 益 計 算 書

（ 2025年３月１日から
2026年２月28日まで ）

科 目 金 額

売 上 高 23,667,462

売 上 原 価 9,498,839

売 上 総 利 益 14,168,623

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,593,161

営 業 利 益 1,575,461

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10,268

協 賛 金 収 入 6,456

仕 入 割 引 4,471

受 取 賃 貸 料 3,443

受 取 保 険 金 8,874

株 主 優 待 引 当 金 戻 入 額 5,984

そ の 他 9,668 49,166

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,927

支 払 手 数 料 14,667

災 害 修 繕 費 5,400

そ の 他 4,731 27,727

経 常 利 益 1,596,900

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 5,170 5,170

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 5,904

減 損 損 失 143,508

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額 3,690 153,103

税 引 前 当 期 純 利 益 1,448,966

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 508,406

法 人 税 等 調 整 額 △66,387

当 期 純 利 益 1,006,946

（単位：千円）
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

（ 2025年３月１日から
2026年２月28日まで ）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本

準備金

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合　　　計別途

積立金

繰越利益

剰 余 金

2025年３月１日　残高 100,000 236,829 254,124 490,954 150 150 9,796,542 9,796,842

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △149,838 △149,838

当 期 純 利 益 1,006,946 1,006,946

自 己 株 式 の 処 分 3,789 3,789

株 主 資 本 以 外 の

項目の事業年度中の

変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － 3,789 3,789 － － 857,108 857,108

2026年２月28日　残高 100,000 236,829 257,914 494,744 150 150 10,653,650 10,653,950

自己株式
株主資本

合　　計
新株予約権 純資産合計

2025年３月１日　残高 △2,546,103 7,841,693 28,578 7,870,272

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △149,838 △149,838

当 期 純 利 益 1,006,946 1,006,946

自 己 株 式 の 処 分 42,926 46,716 46,716

株 主 資 本 以 外 の

項目の事業年度中の

変 動 額 ( 純 額 )

－ 461 461

事業年度中の変動額合計 42,926 903,824 461 904,286

2026年２月28日　残高 △2,503,176 8,745,518 29,040 8,774,558

（単位：千円）
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2026年４月17日

株　式　会　社　銚　子　丸

取　締　役　会　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東　 京　 事　 務　 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 谷　口　公　一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 城 市 武 志

　
監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社銚子

丸の２０２５年３月１日から２０２６年２月２８日までの第４９期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監
査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、

その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、
その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含ま

れておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな
い。

会計監査人の監査報告
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会計監査報告

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、
通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過
程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがある

と判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類

等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥
当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職

務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等

に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、
監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し
て以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及
び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価す
る。
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会計監査報告

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかど
うか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含
めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及
び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理

に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に
考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2025年３月1日から2026年２月28日までの第49期事業年度

における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につ

いて以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に

関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の

方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職

務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席

し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事

業所において、業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審

議会）等に基づいて整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求

めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 44 －
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２. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点に
おいて有効である旨の報告を取締役等から、また重要な不備はない旨の
報告をEY新日本有限責任監査法人から受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

2026年４月20日
株式会社　銚 子 丸　監査等委員会

監査等委員（常勤） 永 井 俊 秀 ㊞
監査等委員 登 三 樹 夫 ㊞
監査等委員 粟 谷 し の ぶ ㊞
監査等委員 伊 藤 万 紀 子 ㊞

(大塚万紀子)
（注）１．監査等委員４名は、いずれも会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外

取締役であります。

２．監査等委員伊藤万紀子氏は、通称として大塚万紀子を使用しております。

以　上
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地図

株主総会会場のご案内

場　所　千葉県千葉市美浜区ひび野二丁目120番３

ホテルニューオータニ幕張　２階　「鶴 西の間」

ＴＥＬ (043) 297－7777（代表）

至 東京

至 蘇我

富士通

至 蘇我

幕張
テクノガーデン

ユナイテッド・
シネマ幕張

スーク

aune
イオン
本社

東京

ガス

国際展示場

イベント
ホール

ワールド
ビジネス
ガーデン

プレナ
幕張

タウン
センター

QVC

ホテルグリーン
タワー幕張

ホテル
フランクス

国際会議場

幕張メッセ

ＪＲ海浜幕張駅

浜
田
川

至 東京

アパホテル＆リゾート
東京ベイ幕張

ホテル
ニューオータニ

幕張

イオン
Annex

三井
アウトレット

パーク
幕張

エム・ベイポイント
幕張

南口

交通
ＪＲ京葉線・武蔵野線海浜幕張駅南口より徒歩約５分
（ＪＲ海浜幕張駅までＪＲ東京駅より約40分、西船橋駅より約12分）
ＪＲ総武線・京成電鉄幕張本郷駅よりバスで約15分
タウンセンターバス停下車徒歩約３分

【お願い】
駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいます
ようお願い申し上げます。
株主総会にご出席の株主様へのお土産は取りやめさせていただいております。何卒
ご理解くださいますようお願い申し上げます。


